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大阪府在住の子どもと保護者
おお  さか   ふ   ざい じゅう こ ほ ご しゃ

安心して相談してください
あん しん そう だん
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専門の相談員が対応します。
匿名（ＬＩＮＥ上の登録名とアイコン
画像のみ）で相談できます。
相談内容の秘密は必ず守ります。
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毎日　午前10時～午後8時まい にち ご ぜん じ ご ご じ

相談受付は午後7時30分まで
そう  だん うけ  つけ ご ご じ ぷん

わたしの子育て
これでいいの？

こ そだ

親のことで
悩んでいる…
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子育てが
不安…

こ そだ

ふ あん

ひとりで悩まず、
気軽にご相談ください

れいわ ねん がつ

あたら
令和5年2月よりアカウントが

新しくなりました

そ  う　 だ   ん

LINELINEで相談
ＱＲコードで友だち
登録してください▶

とも

とうろくしませんか
※旧アカウント「子どもと親の相談らいん＠おおさか」は令和5年1月31日をもって相談受付を
　終了しました。

こきゅう おや そうだん れいわ ねん がつ にち

しゅうりょう
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■ 虐待かも？と思ったら……
ぎゃくたい おも

児童相談所虐待対応ダイヤル「189」
じ どうそうだんしょぎゃくたいたいおう

（いちはやく）をご利用ください。（24時間365日対応）
り よう じ かん にちたいおう

混雑時には受付ができないことがあります。
急いで相談したい場合は、下記の電話での相談
窓口をご利用ください。

こんざつ じ うけ つけ

いそ そう だん ば あい か　き でん わ そうだん

まどぐち り よう
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ふ

大阪府福祉部子ども家庭局家庭支援課　TEL:06-6941-0351（内線4233）　FAX:06-6944-6680
おおさか ふ ふく し ぶ こ かていきょく か てい し えん か ないせん

大
おお

阪
さか

市
し

大阪市こども青少年局子育て支援部管理課　TEL:06-6208-8032　FAX:06-6202-6963
おおさか し せいしょうねんきょくこそだ し えん ぶ かん り か

堺
さかい

市
し

堺市子ども青少年局子ども青少年育成部子ども家庭課　TEL:072-228-7331　FAX:072-228-8341
さかいし こ せいしょうねんきょくこ せいしょうねんいくせいぶ こ か てい か

「親子のための相談LINE」
こおや そう   だん

友だち登録から相談までのながれ
とも とう      ろく そう     だん

めん いんさつ

おな

問い合わせ先
と あ さき

児童相談所相談専用ダイヤル 
じ どうそうだんしょ そうだんせんよう

0120-189-783
  大阪府子ども専用子どもの悩み相談フリーダイヤル

おおさか ふ こ せんよう こ なや そうだん

0120-7285-25（なにわっこ　にっこり）
24時間子どもSOSダイヤル

じ かん こ

0120-0-78310（なやみ　いおう）
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QRコードは、学校などで配布された広報カードにも印刷されています。
https://line.me/R/ti/p/@778asdiaにアクセスして
表示・読みとりをすることもできます。
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いじめや友だちのことなど学校での悩み
の相談については、次のQRコードから
ホームページをご覧ください。
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そうだん つぎ
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この紙に印刷されているQRコードを読み取り、LINE公式
アカウント「親子のための相談LINE」を友だち追加して
ください。

「トーク」を始めて、画面左下の「チャットで相談」ボタンを
タップしてください。

案内にしたがってお住まいの都道府県と市区町村を登録
してください。

注意事項と待ち人数を確認し、相談システムのリンクを
開いてください。

認証画面の許可するをタップしてください。

相談情報を入力し、「相談をはじめる」ボタンをタップして
ください。

※必須項目はニックネームのみです。
相談チャット画面から相談内容を送信してください。
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おもて面に印刷されている
QRコードと同じものです
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